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は
　
じ
　
め
　
に

　
一
九
二
〇
年
七
月
桂
系
軍
閥
が
討
伐
さ
れ
、
八
月
に
は
陳
燗
開
が
広
州
を

奪
回
、
そ
し
て
一
一
月
二
八
β
、
孫
文
は
幸
甚
芳
・
髪
上
儀
ら
と
と
も
に
広

州
に
到
着
し
、
軍
政
府
を
組
織
し
て
、
翌
年
四
月
に
非
常
大
総
統
に
就
任
す

る
。
一
方
、
大
韓
民
屡
臨
時
政
府
は
三
一
運
動
後
、
ソ
ウ
ル
、
シ
ベ
リ
ア
・

満
州
、
上
海
に
生
ま
れ
た
臨
時
政
府
を
統
合
す
る
形
で
、
一
九
一
九
年
九
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

に
本
格
的
に
ス
タ
ー
ト
し
た
。
二
一
年
に
入
っ
て
か
ら
は
、
一
月
に
呂
野
卑

が
韓
国
臨
時
政
府
を
代
表
し
て
広
東
の
護
法
政
府
及
び
孫
文
に
祝
意
を
表
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ
　
　
　
　
　
　
②

る
た
め
に
訪
問
し
、
二
月
に
臨
時
政
府
の
広
東
租
界
へ
の
移
転
が
報
道
さ
れ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

三
月
に
は
広
東
軍
政
府
へ
の
接
近
を
画
策
し
た
。
ま
た
四
月
に
は
朴
段
植
が

陳
雪
明
か
ら
の
招
電
に
よ
っ
て
広
東
に
向
か
っ
た
と
い
う
情
報
が
あ
っ
た
り
、

呂
運
弘
が
韓
国
臨
時
政
府
大
統
領
、
李
承
晩
か
ら
孫
文
あ
て
の
援
助
を
乞
う

内
容
の
密
書
を
携
え
て
広
東
に
向
か
う
な
ど
、
韓
国
臨
蒋
政
府
は
積
極
的
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

広
東
軍
政
府
・
護
法
政
府
に
働
き
か
け
た
。
当
の
広
東
軍
政
府
は
陳
聖
明
の

軍
に
よ
っ
て
成
立
し
た
ば
か
り
で
、
韓
国
臨
時
政
府
の
こ
の
よ
う
な
反
応
は
、

暗
機
尚
早
の
感
が
極
め
て
強
い
も
の
で
あ
っ
た
が
、
当
時
す
で
に
内
部
に
対

立
・
抗
争
を
か
か
え
、
対
外
的
に
は
協
力
関
係
を
結
ん
で
い
た
外
国
政
府
が

な
か
っ
た
韓
国
臨
時
政
府
に
と
り
、
外
国
政
府
に
よ
る
正
式
承
認
獲
得
は
不

可
欠
で
あ
っ
た
だ
け
で
な
く
、
外
国
に
駐
在
す
る
敷
権
に
常
に
運
命
づ
け
ら

れ
て
い
た
課
題
で
も
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
内
外
の
事
態
を
打
開
し
て
自
ら
の

存
在
栖
値
を
示
す
た
め
に
、
辛
亥
革
命
時
期
に
中
国
へ
亡
命
し
て
来
、
独
立

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

運
動
を
展
過
し
て
き
た
申
圭
植
ら
が
は
や
く
か
ら
孫
文
の
政
府
で
あ
る
広
東

軍
政
府
、
の
ち
の
中
国
護
法
政
府
に
期
待
を
幸
せ
た
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
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つ
た
。

　
中
国
で
展
開
さ
れ
た
朝
鮮
独
立
運
動
に
つ
い
て
の
先
行
研
究
は
、
史
料
上

の
制
約
も
あ
り
、
一
九
三
〇
年
代
以
降
の
研
究
に
重
点
が
お
か
れ
て
き
た
。

例
え
ば
、
胡
春
恵
『
韓
国
独
立
運
動
在
中
国
』
は
そ
の
代
表
的
な
専
薯
で
あ

る
が
、
孫
文
・
申
三
塁
会
談
を
初
め
と
す
る
一
連
の
記
述
は
全
て
、
瀾
弼
鏑

が
著
し
た
『
三
韓
外
交
史
話
』
に
拠
っ
て
い
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

他
の
業
績
に
お
い
て
も
、
孫
・
申
会
談
日
の
矛
盾
を
指
摘
し
検
討
を
加
え
た

も
の
は
、
決
し
て
多
く
な
い
。
ま
た
、
中
国
護
法
政
府
の
韓
国
翫
時
政
府
正

式
承
認
の
事
実
確
認
が
ほ
と
ん
ど
試
み
ら
れ
て
お
ら
ず
、
例
外
的
に
孫
文
が

申
圭
植
の
呈
示
し
た
相
互
承
認
を
求
め
る
国
書
に
対
し
て
、
原
期
的
に
賛
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

し
た
と
述
べ
る
に
と
ど
ま
る
も
の
が
あ
る
程
度
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
狭
間
直
樹
「
孫
文
と
韓
国
独
立
運
動
」
（
『
季
刊
　
青
丘
』
四

一
九
九
〇
年
）
は
、
理
乱
鑛
の
記
述
の
史
料
価
値
を
、
孫
・
申
会
談
日
が
不

正
確
で
あ
る
点
と
下
関
条
約
に
対
す
る
孫
文
の
発
言
内
容
が
、
朝
鮮
独
立
運

動
側
の
見
解
に
よ
っ
て
本
来
の
内
容
と
変
え
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、

と
い
う
問
題
点
を
提
出
し
検
討
し
た
も
の
で
あ
る
。
短
い
論
稿
だ
が
、
朝
鮮

独
立
運
動
側
の
史
料
の
弱
点
を
孫
文
研
究
の
成
果
に
よ
っ
て
補
充
し
つ
つ
、

そ
の
再
検
討
の
必
要
性
を
述
べ
た
、
極
め
て
璽
要
な
指
摘
を
し
た
も
の
と
い

え
る
。

　
本
稿
は
、
狭
間
氏
の
指
摘
に
留
意
し
っ
っ
、
孫
・
申
会
談
に
始
ま
る
一
運

の
中
国
護
法
政
府
に
よ
る
韓
国
臨
時
政
府
正
式
承
認
問
題
に
つ
い
て
、
可
能

な
限
り
中
国
新
聞
で
事
実
の
確
認
及
び
補
充
を
行
い
な
が
ら
考
察
を
試
み
よ

う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　
①
　
韓
飼
臨
急
政
府
成
立
以
前
か
ら
の
朗
鮮
人
独
立
運
動
家
と
孫
文
ら
革
命
家
の
交

　
　
流
に
つ
い
て
は
、
胡
春
恵
『
韓
国
独
立
運
動
在
中
国
』
（
中
華
罠
国
史
料
研
究
中
心

　
　
民
国
六
五
年
）
に
詳
し
い
。

　
②
「
上
海
假
政
府
広
東
麗
界
昆
移
転
内
務
総
長
李
東
寧
。
て
各
方
面
司

　
　
通
知
書
暑
発
送
」
『
朝
鮮
日
報
』
一
九
二
一
年
二
月
六
日
。

　
　
　
な
お
、
韓
闘
臨
時
政
府
は
抗
日
戦
争
中
、
上
海
か
ら
中
国
各
地
を
転
々
と
す
る

　
　
が
、
そ
れ
以
前
の
中
醐
岡
民
革
命
軍
の
北
伐
開
始
前
の
一
九
二
六
年
六
月
に
も
広

　
　
東
へ
の
移
転
が
計
画
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
（
水
野
直
樹
「
呂
運
亨
と
悪
馬
国
民
革

　
　
命
…
1
申
国
国
民
党
二
全
大
会
に
お
け
る
演
説
を
め
ぐ
っ
て
一
」
『
朝
鮮
民
族

　
　
運
動
史
研
究
陶
八
　
一
九
九
二
年
）
。

　
③
　
　
「
上
海
假
政
府
外
　
広
東
軍
政
府
接
近
説
同
済
往
繕
代
申
一
国
。
τ
　
広
東

　
　
軍
政
府
州
　
援
助
奪
音
　
要
求
胡
」
『
朝
鮮
日
報
』
一
九
二
一
年
三
月
一
二
日
。

　
　
「
広
東
軍
政
府
舛
　
接
近
　
上
海
朝
鮮
人
号
司
　
軍
政
府
舛
　
秘
密
司
　
接
近

　
　
斗
し
嘗
ズ
奇
叫
ユ
」
『
東
並
日
報
隠
一
九
｝
＝
年
三
月
一
二
日
。

　
④
　
　
「
上
海
に
お
け
る
協
成
会
食
会
式
等
報
告
の
件
」
大
正
一
〇
年
五
月
　
…
日

　
　
（
金
正
明
『
覇
鮮
独
立
運
動
画
題
　
原
書
房
　
昭
和
四
二
年
）
　
一
四
六
百
ハ
。

　
⑤
　
申
釜
植
の
経
歴
に
つ
い
て
は
、
次
の
文
献
を
参
照
の
こ
と
。

　
　
・
「
櫛
風
沐
爾
四
十
年
　
上
海
司
刈
　
長
逝
赴
　
申
圭
植
氏
」
（
『
東
亜
日
報
隠
一

　
　
　
九
二
二
年
九
月
二
八
艮
）
。

　
　
・
「
申
圭
植
先
生
長
逝
」
（
『
独
立
新
聞
』
一
九
一
一
二
年
九
月
三
〇
日
）
。

　
　
・
閾
石
麟
「
申
圭
植
」
（
原
載
『
韓
国
魂
』
重
慶
　
一
九
三
九
年
。
秋
憲
樹
編
『
資

　
　
　
料
韓
国
独
立
運
動
』
第
二
巻
延
世
大
学
校
出
版
部
　
一
九
七
二
年
所
収
）
。

　
　
・
大
韓
民
国
文
教
部
国
史
編
暴
委
員
会
編
『
騎
騒
随
筆
島
（
探
求
堂
　
一
九
七
四
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年
）
。

　
・
『
韓
照
近
代
人
物
百
人
選
』
（
『
新
東
亜
』
　
一
九
七
〇
年
一
月
号
付
録
）
。

　
・
姜
英
心
「
申
圭
植
潮
　
生
涯
舛
　
独
立
運
動
」
（
『
韓
国
独
立
運
動
史
研
究
』
　

　
　
～
九
八
七
年
）
。

⑥
　
郡
三
三
『
三
韓
三
聖
録
』
（
伝
記
文
学
出
版
祉
　
一
九
八
○
年
）
。

嗣
　
孫
文
・
申
圭
植
会
談
B
に
つ
い
て

　
一
九
二
一
年
秋
に
行
わ
れ
た
孫
文
・
申
圭
植
会
談
に
つ
い
て
は
、
何
よ
り

も
ま
ず
、
い
つ
行
わ
れ
た
の
か
と
い
う
基
本
的
な
事
実
さ
え
明
ら
か
に
な
っ

て
い
な
い
の
が
実
情
で
あ
る
。
そ
の
最
大
の
問
題
点
は
、
孫
・
申
会
談
を
詳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

細
に
記
し
た
唯
一
の
史
料
で
あ
る
関
弼
鏑
『
中
韓
外
交
史
話
』
に
、
こ
の
会

談
が
＝
月
三
日
に
行
わ
れ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、

縷
々
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
疇
、
会
談
の
舞
台
で
あ
る
広
州
に
孫

文
は
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
孫
文
研
究
老
は
い
ず

れ
も
、
孫
文
が
軍
艦
に
乗
っ
て
広
西
に
視
察
に
出
か
け
る
一
〇
月
｝
五
日
よ

り
前
に
孫
・
申
会
談
が
あ
っ
た
と
推
測
し
て
い
る
。
例
え
ば
『
国
父
年
譜
』

は
、
会
談
日
を
漠
然
と
一
〇
月
と
し
て
い
る
し
、
陳
固
亭
『
中
日
韓
近
百
年

大
事
記
』
（
台
湾
書
落
民
国
六
〇
年
）
は
、
　
一
九
一
二
年
一
〇
月
三
唱
と

記
述
し
て
い
る
が
、
根
拠
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
広
東
省
哲
学
社
会
科

学
研
究
所
歴
史
研
究
室
等
編
『
孫
申
照
年
・
譜
』
（
中
華
書
局
　
　
　
九
八
○
年
）

は
、
『
益
世
報
』
一
九
二
一
年
一
〇
月
一
八
日
の
記
事
に
よ
っ
て
こ
の
会
談

が
一
〇
月
上
・
中
旬
に
行
わ
れ
た
で
あ
ろ
う
と
し
、
陳
錫
族
主
編
『
孫
中
山

年
譜
長
編
』
下
冊
（
中
華
書
筒
　
一
九
九
一
年
）
は
『
東
方
雑
誌
』
一
八
巻

二
三
号
「
大
事
記
」
に
、
　
○
月
四
日
、
広
州
で
正
式
に
二
君
協
会
が
成
立

さ
れ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
も
っ
て
、
こ
の
会
談
が
一
〇
月
三
日
に
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
と
推
測
し
て
い
る
。

　
し
か
し
、
孫
文
側
の
史
料
だ
け
の
推
測
で
は
不
充
分
で
あ
る
。
日
本
側
の

史
料
で
は
、
申
圭
植
は
～
九
二
一
年
一
〇
月
六
日
、
杭
州
か
ら
　
鼠
上
海
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

帰
り
「
翌
七
臓
午
後
出
帆
の
滋
生
号
に
て
広
東
に
向
ひ
」
「
十
一
日
広
東
に

到
着
し
支
那
南
方
政
府
伍
外
交
次
長
以
下
多
数
官
民
の
出
迎
を
受
け
直
に
総

　
　
　
　
③

統
府
に
入
り
」
と
報
告
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
β
本
の
高
等
警
察
は
一
九
二
一

年
一
〇
月
一
八
日
発
行
の
『
広
東
群
報
』
か
ら
「
広
東
政
府
の
韓
使
に
対
す

る
態
度
」
と
い
う
記
事
を
用
い
て
、
申
圭
植
に
対
す
る
中
国
護
法
政
府
要
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

た
ち
の
歓
迎
ぶ
り
と
、
孫
・
申
会
談
に
つ
い
て
報
告
を
し
て
い
る
。

　
火
韓
民
国
臨
時
政
府
の
機
関
紙
で
あ
る
　
九
二
一
年
一
一
月
一
一
日
付

『
独
立
新
聞
』
は
「
申
墾
植
氏
斜
　
動
静
」
と
題
し
て
、
「
臨
時
政
府
国
務
総

理
代
理
法
務
総
長
、
申
墾
植
氏
は
、
先
月
上
旬
に
そ
の
種
の
要
務
を
帯
び
て

広
州
に
到
着
し
た
が
、
同
地
中
國
側
重
要
人
物
に
多
大
な
歓
迎
を
受
け
た
。

氏
は
近
頃
若
干
の
欝
病
が
あ
り
、
某
病
院
に
入
院
治
療
中
だ
と
い
う
」
と
記

し
て
い
る
。
申
圭
植
の
秘
書
、
関
弼
錦
は
、
こ
の
南
下
行
に
あ
た
っ
て
頻
繁

に
上
海
の
臨
時
政
府
に
電
報
に
よ
る
報
告
を
し
て
い
る
の
で
、
臨
時
政
府
に
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は
彼
ら
の
動
き
が
把
握
で
き
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
史
料
を
併
せ

考
察
す
る
と
、
一
行
は
一
〇
月
一
〇
臼
頃
に
広
東
に
到
着
し
、
そ
れ
か
ら
一

○
月
一
四
日
ま
で
の
間
に
孫
文
と
会
談
を
も
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

　
①
　
閲
弼
鏑
は
こ
の
書
を
申
国
語
に
よ
っ
て
著
し
、
一
九
三
九
年
三
月
一
日
重
慶
で

　
　
『
中
韓
外
交
史
語
』
と
題
し
て
刊
行
し
た
。
そ
の
構
成
は
「
第
一
章
南
海
行

　
　
（
韓
国
臨
時
政
府
が
特
使
を
広
東
に
派
遣
）
」
「
第
二
章
　
旺
盛
発
将
軍
を
訪
問
」

　
　
「
第
三
章
　
広
州
一
瞥
」
「
第
囎
章
　
孫
大
総
統
会
見
記
」
「
第
五
章
　
国
書
を
孫

　
　
大
総
統
に
奉
塁
」
「
第
六
章
中
山
県
遊
覧
記
」
「
第
七
馬
韓
中
米
仏
が
連
合
し

　
　
て
楽
し
ん
だ
記
録
」
と
な
っ
て
い
る
。
筆
者
が
本
稿
作
成
に
あ
た
っ
て
見
る
を
得

　
　
た
の
は
、
第
四
、
五
章
を
再
録
し
た
「
中
国
護
法
政
府
承
認
韓
国
些
事
政
府
始
末

　
　
実
紀
」
（
『
革
命
文
献
隠
第
七
輯
所
収
）
、
第
一
章
か
ら
第
五
章
ま
で
を
再
録
し
た

　
　
閥
隻
撰
「
五
十
年
前
申
韓
両
国
一
頁
外
交
史
話
　
中
山
先
生
広
州
接
見
申
専
使
記
」

　
　
（
『
中
華
民
国
史
事
紀
要
』
中
華
罠
国
一
〇
年
七
盃
一
二
月
扮
）
そ
し
て
韓
国
語
に

　
　
全
訳
さ
れ
た
『
韓
中
外
交
史
話
既
（
独
立
運
動
史
編
纂
委
員
会
編
『
独
立
運
動
史
資

　
　
料
集
（
八
）
臨
晦
政
府
史
資
料
集
』
一
九
七
四
年
）
で
あ
る
。
こ
の
『
壷
中
外
交

　
　
史
話
』
は
、
右
の
全
量
童
・
に
、
緒
論
と
結
語
「
飲
水
思
源
」
を
朝
鮮
戦
争
後
、
聞

　
　
弼
鑛
自
身
に
よ
っ
て
加
筆
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
韓
燭
語
訳
に

　
　
は
や
や
問
題
の
あ
る
箇
所
が
見
う
け
ら
れ
る
の
で
補
助
的
に
用
い
る
に
と
ど
め

　
　
た
。
な
お
、
本
稿
で
は
書
名
の
混
乱
を
避
け
る
た
め
に
、
原
書
名
『
中
連
外
交
史

　
　
託
騙
と
統
一
的
に
用
い
る
こ
と
に
す
る
。

　
②
　
　
「
北
京
お
よ
び
上
海
に
お
け
る
抗
日
独
立
運
動
状
況
報
告
の
件
」
大
正
一
〇
年

　
　
一
〇
月
二
七
日
（
前
掲
『
朝
鮮
独
立
運
動
』
H
）
四
七
七
頁
。

　
　
　
『
紅
白
』
の
「
輪
船
出
口
紐
期
」
に
よ
れ
ば
、
懲
生
号
の
出
航
日
は
高
等
警
察

　
　
が
報
告
す
る
一
〇
月
七
目
で
は
な
い
。
一
〇
月
七
日
の
前
後
で
恒
生
号
の
出
航
屡

　
　
を
さ
が
す
と
、
一
〇
月
一
巳
正
午
の
便
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。
し
か
し
、
い
ち
が

　
　
い
に
高
等
警
察
の
報
告
を
疑
う
こ
と
も
で
き
な
い
。
何
ら
か
の
事
情
で
巡
航
が
遅

　
れ
た
可
能
性
も
充
分
に
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
な
お
、
後
述
す
る
よ
う
に

　
『
中
韓
外
交
史
話
隠
に
よ
れ
ば
、
申
圭
植
ら
は
フ
ラ
ン
ス
郵
船
。
，
・
ω
・
羅
属
号

　
に
乗
船
し
て
南
下
し
た
と
い
う
が
、
『
申
報
』
を
見
る
か
ぎ
り
、
G
弓
．
ψ
Z
困
い
国
号

　
に
該
当
す
る
船
名
は
見
当
ら
な
い
。

③
　
「
大
韓
民
国
臨
時
政
府
法
務
総
長
の
広
東
訪
問
に
関
す
る
件
」
大
正
一
〇
年
一

　
一
月
二
日
（
前
掲
『
朝
鮮
独
立
運
動
』
韮
）
一
六
九
頁
。

④
「
中
国
広
東
政
府
の
申
坐
穂
に
対
す
る
態
度
報
告
の
件
」
大
正
一
〇
年
一
一
月

　
一
七
ヨ
（
前
掲
『
朝
鮮
独
立
運
動
肋
π
）
油
入
一
～
二
頁
。
な
お
『
広
東
諜
報
』

　
は
、
そ
の
一
部
が
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
及
び
焼
き
つ
け
で
、
京
都
・
穴
監
製
文
科
学

　
研
究
所
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
が
、
本
稿
作
成
に
必
要
な
一
九
一
＝
年
一
〇
月
か
ら

　
一
二
月
は
所
蔵
さ
れ
て
お
ら
ず
利
用
で
き
な
か
っ
た
（
一
九
九
三
年
一
月
宋
日
現

　
在
）
。

二
　
孫
文
・
由
・
圭
植
会
談
に
お
け
る
両
者
の
見
解

　
『
中
韓
外
交
史
話
隠
に
よ
れ
ば
、
上
海
の
大
難
民
團
臨
時
政
府
は
、
細
務

総
理
兼
外
務
総
長
、
申
玉
植
を
特
使
と
し
、
国
書
を
携
え
て
広
東
を
訪
問
さ

せ
、
中
華
民
国
護
法
政
府
が
朝
鮮
の
独
立
を
承
認
す
る
よ
う
協
商
さ
せ
る
こ

と
を
国
務
会
議
で
議
決
し
た
。
そ
の
決
議
を
う
け
て
特
使
、
申
圭
植
と
秘
書
、

闘
弼
鏑
は
フ
ラ
ン
ス
郵
船
、
u
Q
・
Q
っ
・
2
剛
U
国
号
で
上
海
を
発
ち
、
途
中
香
港

に
立
ち
寄
っ
た
後
、
広
東
に
到
着
す
る
。
そ
の
数
日
後
、
申
毒
牙
は
関
弼
鏑

を
連
れ
て
、
観
音
山
の
麓
に
あ
る
非
常
総
統
廃
を
訪
れ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。

護
法
政
府
は
、
申
圭
植
ら
に
ま
ず
国
使
の
資
格
に
よ
る
国
際
慣
例
通
り
、
外

交
部
と
交
渉
し
た
後
に
孫
文
と
の
会
談
に
の
ぞ
む
よ
う
指
示
す
る
。
そ
し
て
、
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孫
文
は
会
談
の
冒
頭
で
、
申
圭
植
を
韓
国
国
使
と
七
て
あ
つ
か
い
な
が
ら
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

こ
の
会
談
が
正
式
の
も
の
で
は
な
い
と
明
言
す
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
こ
の

会
談
に
お
け
る
両
者
の
合
意
が
、
海
難
に
不
確
定
な
性
格
を
帯
び
ざ
る
を
得

な
く
な
る
の
で
あ
る
。

　
　
（
隔
）
孫
文
の
見
解

　
孫
・
申
会
談
に
お
い
て
、
韓
国
臨
蒔
政
府
側
は
、
以
下
の
五
ケ
条
か
ら
成

る
互
恵
条
約
を
呈
示
し
た
。

　
　
第
一
条
　
韓
国
臨
時
政
府
は
、
中
国
護
法
政
府
を
中
華
民
国
正
統
政
府

　
　
　
　
　
　
と
承
認
す
る
。

　
　
第
二
条
　
中
華
民
国
護
法
政
府
に
韓
國
臨
時
政
府
の
承
認
を
求
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
　
第
三
条
　
韓
国
人
学
生
の
中
華
軍
国
軍
官
学
校
へ
の
収
容
。

　
　
第
四
条
　
五
〇
〇
万
元
の
借
款
。

　
　
第
五
条
韓
国
独
立
軍
養
成
の
た
め
に
土
地
を
租
借
す
る
。

　
孫
文
は
、
こ
の
韓
国
臨
時
政
府
側
の
要
求
に
対
し
て
、
ま
ず
第
四
条
と
第

五
条
に
つ
い
て
は
、
現
在
の
中
国
護
法
政
府
に
そ
の
力
が
な
い
こ
と
、
し
か

し
北
伐
に
よ
る
武
漢
占
領
後
と
い
う
将
来
に
実
現
の
可
能
性
を
残
し
た
回
答

を
し
た
。
ま
た
第
三
条
に
つ
い
て
は
何
ら
問
題
な
し
と
し
、
各
軍
官
学
校
へ

の
連
絡
を
約
束
し
た
。
そ
し
て
、
韓
国
臨
時
政
府
正
式
承
認
に
つ
い
て
は
次

の
よ
う
に
述
べ
た
と
い
う
。

　
　
第
二
条
の
韓
国
臨
時
政
府
を
承
認
す
る
と
い
う
一
節
に
関
し
て
は
、
原

　
　
雪
上
何
ら
問
題
は
な
く
、
中
国
に
流
亡
し
て
思
案
奮
闘
を
続
け
て
い
る

　
　
貴
臨
時
政
府
に
対
し
て
、
わ
が
護
法
政
府
は
も
ち
ろ
ん
深
く
同
情
し
、

　
　
承
認
す
べ
き
で
あ
る
。
実
は
わ
が
護
法
政
府
も
ま
た
、
今
ま
で
ま
だ
他

　
　
国
家
の
承
認
を
得
て
い
な
い
の
で
あ
る
（
微
笑
）
。
こ
こ
数
年
来
、
私

　
　
は
韓
国
問
題
に
対
し
て
、
始
終
非
常
に
璽
古
し
て
き
た
。
だ
か
ら
今
回
、

　
　
ワ
シ
ン
ト
ン
会
議
に
代
表
を
出
瘤
さ
せ
る
が
、
私
は
彼
ら
に
こ
の
よ
う

　
　
に
語
っ
た
。
「
い
わ
ゆ
る
二
十
一
ケ
条
、
東
三
省
問
題
、
及
び
山
東
問

　
　
題
の
重
要
性
は
、
遠
く
下
関
条
約
に
及
ば
な
い
。
思
う
に
、
日
本
が
弱

　
　
小
属
族
を
侵
略
し
、
東
亜
の
平
和
を
破
壊
し
た
の
は
、
実
は
下
関
条
約

　
　
を
締
結
成
立
し
韓
国
独
立
を
獲
麟
し
た
こ
と
に
始
ま
る
の
で
あ
る
。
だ

　
　
か
ら
、
列
国
が
下
関
条
約
を
平
等
合
理
の
条
約
と
承
認
し
な
け
れ
ば
、

　
　
そ
の
後
に
結
ば
れ
た
各
種
条
約
は
、
全
て
無
効
に
帰
す
る
」
と
。
た
だ
、

　
　
い
わ
ゆ
る
ワ
シ
ン
ト
ン
会
議
は
人
事
を
尽
く
す
だ
け
に
過
ぎ
ず
、
国
際

　
　
的
な
紛
糾
に
対
し
て
、
ど
こ
が
役
に
立
つ
で
あ
ろ
う
か
。

　
こ
の
孫
文
の
発
言
が
、
中
国
護
法
政
府
が
韓
国
臨
時
政
府
を
正
式
承
認
し

た
と
い
う
際
、
根
拠
と
さ
れ
て
き
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
中
国
護
法
政
府
の

韓
国
臨
時
政
府
承
認
問
題
に
つ
い
て
は
、
後
章
で
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

　
孫
文
の
こ
の
発
言
か
ら
以
下
の
二
点
に
つ
い
て
整
理
し
て
お
こ
う
。

　
第
一
に
、
孫
文
の
ワ
シ
ン
ト
ン
会
議
に
対
す
る
見
解
に
つ
い
て
。
孫
文
は
、
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ワ
シ
ン
ト
ン
会
議
に
対
し
て
中
国
護
法
政
府
は
中
華
民
国
正
式
政
府
と
し
て
、

で
き
る
限
り
の
手
配
は
す
る
と
述
べ
る
が
、
会
議
に
対
し
て
は
ほ
と
ん
ど
期

待
し
て
い
な
い
。
そ
れ
は
、
す
で
に
同
年
九
月
の
談
話
で
「
思
う
に
、
今
回

の
ワ
シ
ン
ト
ン
会
議
は
、
以
前
の
パ
リ
平
和
会
議
の
別
の
形
の
も
の
で
あ
る
。

パ
リ
平
和
会
議
は
、
日
英
両
脚
の
秘
密
の
山
東
問
題
に
対
す
る
条
約
を
該
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

議
を
借
り
て
議
決
し
、
各
国
公
認
の
条
約
に
変
え
た
に
過
ぎ
な
い
」
と
述
べ

て
、
ワ
シ
ン
ト
ン
会
議
も
パ
リ
平
和
会
議
同
様
に
、
日
英
両
国
に
よ
っ
て
す

で
に
準
備
工
作
が
水
面
下
で
進
め
ら
れ
て
い
る
と
見
て
い
た
こ
と
が
確
認
で

き
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
孫
文
は
申
圭
植
か
ら
韓
闘
臨
晴
政
府
の
ワ
シ
ン

ト
ン
会
議
参
加
へ
の
努
力
に
つ
い
て
説
囲
を
う
け
、
中
点
両
国
代
表
が
密
接

に
連
絡
を
と
り
あ
う
こ
と
を
命
ず
る
よ
う
要
請
さ
れ
て
、
承
諾
し
協
力
す
る

こ
と
を
表
漏
し
た
の
で
あ
る
。

　
第
ご
に
、
下
関
条
約
に
対
す
る
見
解
に
つ
い
て
。
そ
れ
ま
で
の
孫
文
が
朝

鮮
に
対
す
る
言
及
の
し
か
た
と
は
違
っ
て
、
一
九
二
〇
年
代
の
朝
鮮
問
題
へ

の
面
面
及
は
、
か
な
り
違
っ
て
き
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
、

従
来
の
孫
文
の
発
言
で
は
、
朝
鮮
は
ベ
ト
ナ
ム
や
ビ
ル
マ
等
と
と
も
に
羅
列

さ
れ
て
雷
及
さ
れ
る
ア
ジ
ア
の
一
国
に
過
ぎ
な
い
か
、
中
国
の
何
ら
か
の
問

魎
に
つ
い
て
論
ず
る
際
の
一
材
料
と
し
て
触
れ
ら
れ
る
程
度
に
過
ぎ
な
か
っ

④た
。
と
こ
ろ
が
、
孫
文
が
朝
鮮
問
題
を
二
十
一
ケ
条
問
題
、
山
東
問
題
、
満

蒙
問
題
と
密
接
な
関
係
が
あ
る
と
重
要
視
し
始
め
、
朝
鮮
独
立
を
承
認
す
る

根
拠
と
し
て
下
関
条
約
を
持
ち
出
し
た
の
は
、
パ
リ
平
和
会
議
が
朋
か
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

か
ら
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
パ
リ
平
和
会
議
は
国
際
協
調
、
民
族
自

決
の
看
板
の
も
と
で
行
わ
れ
た
戦
勝
国
間
の
利
害
調
整
の
た
め
の
会
議
に
過

ぎ
ず
、
そ
こ
で
焦
点
に
な
っ
た
の
は
ヨ
i
μ
ッ
パ
内
の
ド
イ
ツ
の
権
益
を
い

か
に
再
分
割
す
る
か
で
あ
っ
た
。
ま
た
中
國
に
関
し
て
は
、
山
東
に
お
け
る

ド
イ
ツ
の
一
切
の
権
益
を
日
本
が
継
承
す
る
こ
と
を
承
認
し
た
の
で
あ
っ
た
。

そ
れ
に
対
し
て
、
ワ
シ
ン
ト
ン
会
議
は
中
国
を
中
心
と
す
る
極
東
情
勢
の
変

化
に
対
処
す
る
た
め
に
開
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
の
で
、
朝
鮮
人
も
中

国
人
も
、
パ
リ
平
和
会
議
や
圏
際
連
盟
へ
の
失
望
を
決
し
て
忘
れ
た
わ
け
で

は
な
か
っ
た
が
、
と
も
か
く
、
国
際
舞
台
に
お
け
る
自
ら
の
立
場
を
主
張
す

る
場
と
し
て
、
そ
れ
へ
の
対
応
策
を
練
り
始
め
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
さ
て
申
坐
植
と
の
会
談
で
、
孫
文
が
朝
鮮
独
立
の
国
際
法
上
の
根
拠
に
下

関
条
約
を
あ
げ
て
い
る
が
、
そ
れ
ま
で
に
孫
文
は
下
関
条
約
を
朝
鮮
独
立
と

の
関
係
上
、
ど
の
よ
う
な
見
解
を
示
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
。
一
九
二
〇
年

一
月
、
孫
文
は
『
益
世
報
』
の
記
者
と
の
談
話
に
お
い
て
「
山
東
問
題
は
読

本
と
復
々
交
渉
す
べ
き
か
ど
う
か
」
と
い
う
質
問
に
啓
え
て
、

　
　
霜
は
私
の
こ
れ
ま
で
の
意
見
を
知
っ
て
い
る
の
か
P
　
私
は
、
も
と
よ

　
　
り
こ
の
よ
う
に
主
張
し
て
い
る
。
二
十
一
ケ
条
は
廃
止
す
べ
き
で
あ
り
、

　
　
並
び
に
日
本
は
租
借
期
間
が
満
期
に
な
っ
た
後
、
満
州
各
地
か
ら
退
出

　
　
す
べ
き
で
あ
る
。
高
麗
独
立
問
題
は
、
下
関
条
約
に
よ
っ
て
、
中
国
も
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⑥

　
　
ま
た
か
か
わ
り
あ
う
べ
き
で
あ
る
。

と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
〃
高
麗
独
立
問
題
”
は
、
日
本
の
山
導
占
領
を
強

盗
行
為
と
主
張
す
る
際
の
、
い
わ
ば
枕
と
し
て
言
及
さ
れ
て
い
る
。
強
盗
行

為
に
よ
っ
て
占
領
し
続
け
る
日
本
と
直
接
交
渉
す
る
道
理
は
な
い
と
い
う
こ

と
か
ら
、
日
本
の
強
盗
行
為
に
よ
っ
て
損
な
わ
れ
た
〃
高
麗
独
立
”
は
、
朝

鮮
独
立
が
承
認
さ
れ
た
国
際
条
約
で
あ
る
下
関
条
約
を
根
拠
に
し
て
解
決
さ

れ
る
べ
き
だ
と
述
べ
る
と
と
も
に
、
下
関
条
約
締
結
当
事
國
で
あ
る
隷
属
は
、

こ
の
問
題
に
関
与
す
べ
き
だ
と
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
一
方
、
こ
の
時
期
の
孫
文
に
は
、
下
関
条
約
を
取
り
消
し
た
う
え
で
、
朝

鮮
独
立
を
論
ず
る
談
話
も
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
す
で
に
一
九
二

〇
年
七
月
に
広
州
を
恢
復
し
て
い
た
一
一
月
八
日
、
上
海
通
三
社
記
者
が

『
農
報
』
、
『
益
世
報
』
上
海
駐
在
記
者
と
と
も
に
、
孫
文
を
訪
問
し
会
見
を

求
め
た
際
の
談
話
で
あ
る
。
そ
こ
で
孫
文
は
山
東
問
題
の
救
済
法
に
つ
い
て
、

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
私
は
終
始
い
ま
だ
か
つ
て
何
ら
の
意
見
を
も

　
　
表
示
し
て
い
な
い
。
た
だ
し
、
現
在
、
私
個
人
が
観
察
し
て
得
た
と
こ

　
　
ろ
に
照
ら
せ
ば
、
今
、
ラ
イ
ナ
ソ
が
う
さ
ぎ
を
捕
ま
え
る
と
き
の
よ
う

　
　
に
全
力
を
用
い
る
必
要
は
な
い
。
な
る
だ
け
、
こ
の
問
題
に
注
意
し
て
、

　
　
実
は
眼
光
を
遠
方
に
放
ち
、
も
っ
ぱ
ら
満
州
・
高
麗
両
地
方
に
力
を
注

　
　
ぐ
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
第
一
歩
の
や
り
方
は
ま
ず
、
下
関
条
約
を
取
り

　
　
消
す
こ
と
を
要
求
し
、
韓
人
の
独
立
を
救
援
し
て
衝
突
を
緩
和
す
べ
き

　
　
　
　
⑦

　
　
で
あ
る
…
…
。

　
『
民
国
日
報
』
の
こ
の
記
事
を
引
用
し
て
、
上
海
で
の
朝
鮮
独
立
運
動
の

中
心
で
あ
っ
た
朴
毅
植
は
、
『
韓
国
独
立
運
動
之
血
史
』
の
な
か
で
、
次
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
孫
中
山
は
、
菓
記
者
に
対
し
談
話
を
発
表
し
、
「
中
国
の
対
日
外
交
の

　
　
第
一
の
弁
法
は
、
ま
ず
馬
関
条
約
の
取
り
消
し
を
要
求
し
、
、
朝
鮮
人
の

　
　
独
立
を
援
助
し
、
も
っ
て
朝
鮮
を
そ
の
緩
衝
地
と
し
、
中
朝
提
携
を
す

　
　
れ
ば
た
り
る
」
と
言
っ
た
。
す
で
に
こ
の
勢
い
は
ゆ
る
め
る
べ
く
も
な

　
　
い
。
わ
が
国
に
は
、
熱
血
の
土
は
少
な
く
な
い
。
す
み
や
か
に
起
て
！

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

　
　
す
み
や
か
に
起
て
！

　
右
に
あ
げ
た
『
民
国
日
報
』
、
『
孫
中
山
全
集
』
、
そ
し
て
『
韓
国
独
立
運

動
之
血
史
』
駈
収
「
論
中
国
有
壁
中
韓
親
友
寄
道
必
要
」
で
は
、
原
文
は

　
　
其
第
一
歩
辮
法
。
応
先
要
求
取
鎗
馬
関
条
約
。
挟
持
韓
人
独
立
。
以
緩

　
　
其
衝
。

と
な
っ
て
お
り
、
下
関
条
約
取
り
消
し
要
求
こ
そ
が
中
国
の
対
日
外
交
の
第

一
歩
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
同
じ
『
韓
国
独
立
運
動
之
血
史
』
所
収
「
孫
中
山
唐
少
川
之

　
　
　
⑨

外
交
主
張
」
及
び
そ
れ
を
典
拠
と
し
た
『
国
父
全
集
』
所
収
「
解
決
山
東
間

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

題
応
需
恢
復
馬
上
条
約
及
取
消
二
十
一
条
約
」
で
は
、
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其
第
一
歩
辮
法
。
応
先
要
求
恢
復
罵
関
条
約
。
扶
持
韓
人
独
立
。
以
緩

　
　
其
衝
。

と
な
っ
て
お
り
、
む
し
ろ
下
関
条
約
を
恢
復
す
る
こ
と
こ
そ
、
中
国
の
対
日

外
交
の
第
一
歩
と
い
う
論
を
展
開
し
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
と
も
に
同
じ
孫
文
の
談
話
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
取
鎗
（
消
）
」
と

「
恢
復
」
の
二
字
が
異
な
る
だ
け
で
下
関
条
約
を
め
ぐ
る
姿
勢
が
一
八
○
度

異
な
る
可
能
牲
も
あ
る
の
で
注
目
す
べ
き
文
字
の
異
同
で
あ
る
。
現
在
の
と

こ
ろ
、
こ
の
二
字
の
異
同
に
つ
い
て
、
明
確
な
論
証
を
す
る
だ
け
の
史
料
を

発
見
し
て
い
な
い
。
だ
が
孫
文
の
こ
の
談
話
に
つ
い
て
は
、
次
の
四
点
が
指

摘
で
き
る
。
第
一
に
、
朝
鮮
問
題
を
テ
ー
マ
に
し
た
も
の
で
は
な
く
、
中
国

の
対
日
外
交
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。
第
二
に
、
「
恢
復
」
は

朝
鮮
独
立
を
か
な
り
意
識
し
た
場
合
以
外
に
用
い
ら
れ
る
可
能
性
が
低
い
こ

と
。
第
三
に
『
韓
国
独
立
運
動
下
血
史
』
に
お
い
て
「
孫
申
山
唐
少
川
之
外

交
主
張
」
が
、
三
一
運
動
に
対
す
る
各
国
人
の
同
意
が
述
べ
ら
れ
て
い
る

一
そ
れ
も
特
に
下
関
条
約
に
基
づ
い
て
朝
鮮
独
立
は
承
認
さ
れ
た
こ
と
が

述
べ
ら
れ
て
い
る
一
と
い
う
文
脈
の
な
か
で
出
て
く
る
こ
と
。
第
四
に
、

問
題
の
文
章
の
前
後
は
『
属
国
日
報
』
等
に
掲
載
さ
れ
た
記
事
と
全
く
同
じ

文
章
で
あ
る
こ
と
。
こ
の
四
点
か
ら
、
朴
股
植
が
故
意
に
「
取
鋪
し
を
「
恢

復
」
と
書
き
替
え
た
可
能
性
も
で
て
く
る
で
あ
ろ
う
。

　
視
点
を
変
え
て
、
「
取
錯
」
「
恢
復
」
の
こ
字
の
異
同
に
拘
泥
せ
ず
、
時
間

の
幅
を
広
げ
て
孫
文
の
下
関
条
約
に
対
す
る
発
言
を
整
理
し
て
み
よ
う
。
孫

文
は
、
後
の
『
三
民
主
義
』
畏
族
主
義
・
第
六
講
で
、
下
関
条
約
の
重
要
条

件
は
朝
鮮
独
立
条
項
で
あ
る
と
い
い
、
そ
の
朝
鮮
独
立
は
日
本
が
提
起
し
要

求
し
た
も
の
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
日
本
が
下
関
条
約
を
履
行
し
な
い

こ
と
、
下
関
条
約
の
履
行
は
条
約
締
結
当
事
国
で
あ
る
中
国
へ
の
借
義
の
ほ

ど
を
あ
ら
わ
す
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
孫
文
は
「
支
那
人
の
日
本
観
」

（『

蜷
ｳ
日
日
新
聞
』
一
九
二
〇
年
一
月
一
日
）
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て

い
る
。
中
国
人
の
対
日
観
は
、
日
露
戦
争
に
お
け
る
日
本
の
勝
利
を
頂
点
と

し
て
良
好
で
あ
っ
た
が
、
韓
国
併
合
に
よ
っ
て
そ
れ
は
対
臼
疑
惑
へ
と
転
じ

た
。
こ
の
対
日
疑
惑
を
解
消
す
る
た
め
に
は
β
本
が
朝
鮮
独
立
を
承
認
す
る

こ
と
が
必
要
だ
と
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
朝
鮮
独
立
を
う

た
っ
た
下
関
条
約
履
行
ー
ー
門
恢
復
」
論
が
そ
こ
に
あ
る
こ
と
に
な
る
。
と

こ
ろ
が
現
実
の
日
本
の
行
動
を
見
れ
ば
、
下
関
条
約
は
日
本
が
朝
鮮
植
民
地

化
へ
大
き
く
踏
み
出
す
た
め
に
、
朝
鮮
国
内
か
ら
の
中
三
主
勢
力
の
駆
逐
を

条
文
化
し
た
に
過
ぎ
ず
、
強
国
と
な
っ
た
日
本
は
、
儒
義
よ
り
強
権
を
重
視

し
て
き
た
。
そ
の
よ
う
な
不
平
等
な
中
日
関
係
を
批
判
す
る
と
き
、
孫
文
は

下
関
条
約
の
「
取
取
」
を
主
張
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
孫
文
は
中

日
関
係
を
基
軸
と
し
て
い
た
た
め
に
、
清
勢
の
変
動
に
従
っ
て
「
恢
復
」
「
取

錯
」
両
論
い
ず
れ
も
が
発
言
に
あ
ら
わ
れ
う
る
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
ま
で
孫
文
は
、
下
関
条
約
に
対
し
て
特
別
な
関
心
を
示
し
て
は
来
な
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か
っ
た
。
し
か
し
、
列
強
が
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
極
東
地
域
に
お
け
る
権

益
の
見
直
し
に
迫
ら
れ
て
闇
会
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
ワ
シ
ン
ト
ン
会
議
に

直
面
し
て
、
国
内
に
お
い
て
二
十
一
条
問
題
、
由
東
問
題
、
満
蒙
問
題
を
か

か
え
て
い
る
孫
文
が
、
朝
鮮
問
題
と
の
関
連
に
気
づ
き
、
こ
れ
ら
中
日
間
、

朝
日
聞
の
問
題
の
起
点
と
な
っ
て
い
る
国
際
条
約
、
下
関
条
約
に
注
目
し
始

め
た
の
は
、
必
然
の
流
れ
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　
　
（
二
）
申
圭
植
の
見
解

　
孫
文
と
再
会
の
握
手
を
交
わ
し
た
申
圭
植
は
、
中
朝
両
国
の
革
命
は
同
様

に
重
要
で
あ
り
、
中
国
革
命
の
成
功
の
時
が
朝
鮮
の
独
立
解
放
の
時
と
し
、

り
わ
け
韓
国
臨
時
政
府
は
共
和
制
を
と
り
、
中
国
と
同
じ
国
体
で
あ
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
⑪

を
強
調
し
て
い
る
。
こ
れ
は
中
国
革
命
に
朝
鮮
の
将
来
を
見
い
だ
し
、
中
国

亡
命
を
し
た
申
圭
植
が
、
数
々
の
革
命
活
動
に
参
加
し
、
祖
国
の
三
一
運
動
、

中
国
の
五
四
運
動
を
経
る
過
程
で
確
固
と
し
た
信
念
と
な
っ
た
も
の
で
あ
っ

た
。
そ
し
て
、
前
章
で
述
べ
た
互
恵
条
約
五
ケ
条
を
呈
し
て
中
国
が
朝
鮮
独

立
運
動
を
救
援
す
る
こ
と
は
、
自
国
に
と
り
自
強
の
道
で
あ
る
こ
と
を
主
張

し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
当
面
の
課
題
と
し
て
、
韓
国
臨
蒔
政
府
が
ワ
シ
ン
ト

ン
会
議
へ
の
代
表
参
加
に
向
け
て
と
り
く
ん
で
い
る
こ
と
、
及
び
ワ
シ
ン
ト

ン
会
議
に
出
席
す
る
中
朝
双
方
の
代
表
間
の
連
絡
が
密
接
に
と
れ
る
よ
う
に

求
め
た
。

　
申
圭
植
は
、
孫
文
と
の
会
談
の
前
に
、
中
国
の
新
聞
紙
上
で
中
国
に
朝
鮮

独
立
案
を
ワ
シ
ン
ト
ン
会
議
に
提
出
す
る
こ
と
を
求
め
る
通
告
を
発
墨
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

い
る
。
こ
の
記
事
の
全
文
を
以
下
に
掲
げ
て
お
こ
う
。

　
　
早
雪
独
立
問
題
は
、
今
回
の
ワ
シ
ン
ト
ン
会
議
と
大
い
に
関
係
が
あ
る
。

　
　
昨
日
、
本
埠
甲
子
団
は
み
な
韓
圏
臨
時
政
府
…
総
理
、
申
誤
植
の
通
告
を

　
　
受
け
取
っ
た
。
そ
の
通
告
は
こ
の
よ
う
で
あ
る
。
揮
啓
。
我
が
国
と
貴

　
　
国
は
地
続
き
で
あ
り
、
歴
史
上
の
関
係
は
極
め
て
深
く
、
喜
び
も
悲
し

み
も
と
も
に
し
て
き
た
。
そ
こ
で
互
い
に
援
助
し
あ
っ
て
当
然
で
あ
る
。

今
、
東
方
の
各
国
で
、
帝
国
主
義
に
侵
略
さ
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
は
な

い
。
我
が
国
は
す
で
に
愚
説
と
な
り
、
苦
し
み
を
な
め
る
こ
と
き
わ
ま

り
な
い
。
し
か
も
虎
視
丁
々
と
し
て
い
る
者
の
狙
い
は
、
思
う
に
貴
国

に
あ
る
の
で
自
衛
の
術
は
早
く
講
ず
る
の
が
よ
い
。
我
が
国
を
助
け
る

こ
と
は
、
す
な
わ
ち
自
衛
の
要
務
で
あ
る
。
我
が
国
は
か
つ
て
各
国
の

承
認
に
よ
っ
て
完
全
無
欠
の
独
立
国
家
と
な
っ
た
。
現
在
、
ワ
シ
ン
ト

ン
会
議
が
間
も
な
く
開
幕
さ
れ
る
。
我
が
国
は
代
表
を
会
議
に
派
遣
す

る
こ
と
を
考
え
て
い
る
。
そ
こ
で
貴
国
に
望
む
こ
と
は
、
す
な
わ
ち
国

際
条
約
を
根
拠
と
し
て
韓
国
独
立
問
題
を
提
出
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ

れ
が
も
し
通
過
す
れ
ぱ
、
我
が
国
の
幸
せ
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
貴
国

の
即
時
の
自
救
の
良
策
で
も
あ
る
の
だ
。
バ
ル
カ
ン
問
題
は
欧
州
大
戦

を
引
き
起
こ
し
た
。
我
が
国
の
今
日
の
地
位
は
西
方
の
バ
ル
カ
ン
と
事
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情
は
同
じ
で
あ
る
。
我
が
国
の
た
め
に
東
亜
戦
争
が
起
こ
れ
ば
、
貴
團

　
　
は
ま
ず
最
初
に
そ
の
衝
繋
を
受
け
、
避
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

　
　
自
ら
ま
ず
我
が
国
の
問
題
を
会
議
に
挺
出
し
、
狡
猜
な
策
謀
を
防
ぐ
べ

　
　
き
で
あ
る
。
是
非
、
一
致
し
て
貴
国
政
府
に
ね
ん
ご
ろ
に
促
し
、
一
生

　
　
懸
命
に
行
う
よ
う
に
願
う
。
そ
れ
は
自
ら
を
救
い
隣
国
を
救
う
こ
と
に

　
　
と
も
に
稗
益
す
る
で
あ
ろ
う
。
希
望
の
蚕
り
に
た
え
な
い
云
々
。

　
申
圭
植
は
こ
の
通
告
に
よ
っ
て
、
中
国
の
朝
鮮
独
立
運
動
に
対
す
る
援
助

の
当
然
性
と
必
要
性
を
説
い
た
。
つ
ま
り
、
中
国
の
朝
鮮
独
立
運
動
援
助
は
、

中
国
の
自
衛
の
術
で
も
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
当
面
の
援

助
と
し
て
、
ワ
シ
ン
ト
ン
会
議
に
お
い
て
中
圏
が
朝
鮮
闇
題
を
提
出
す
る
よ

う
こ
の
通
告
で
呼
び
か
け
た
の
で
あ
る
。
ま
た
朝
鮮
独
立
の
根
拠
と
し
て
あ

げ
ら
れ
た
の
が
、
各
国
が
か
つ
て
朝
鮮
を
「
完
全
無
欠
の
独
立
国
家
」
と
承

認
し
た
玉
薬
条
約
、
す
な
わ
ち
下
関
条
約
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
ま
た
同
月
三
〇
β
に
、
申
圭
植
は
『
壁
織
貝
報
』
に
ワ
シ
ン
ト
ン
会
議
に

向
け
て
中
国
各
界
に
警
告
を
発
表
し
て
い
る
。
こ
の
な
か
で
中
国
が
朝
鮮
独

立
を
援
助
す
べ
き
根
拠
と
し
て
、
人
道
主
義
、
世
界
平
和
、
国
際
信
義
、
中

朝
情
勢
の
四
点
を
あ
げ
、
中
国
と
朝
鮮
独
立
は
切
り
離
せ
な
い
聞
題
で
あ
る

こ
と
を
開
ら
か
に
し
て
い
る
。
な
か
で
も
国
際
信
義
に
つ
い
て
は
、

　
　
日
清
戦
争
に
お
い
て
、
貸
本
は
朝
鮮
の
独
立
を
完
成
し
た
こ
と
を
宣
言

　
　
し
、
日
露
戦
争
で
は
、
殿
本
は
朝
鮮
の
独
立
を
保
存
す
る
こ
と
を
宣
言

　
　
し
た
。
し
か
も
下
関
条
約
で
は
そ
の
冒
頭
の
第
一
条
で
、
す
な
わ
ち
朝

　
　
鮮
は
完
全
無
欠
の
独
立
国
で
あ
る
こ
と
を
承
認
し
、
そ
れ
を
世
界
は
と

　
　
も
に
見
、
と
も
に
聴
い
た
。
し
か
し
の
ち
に
日
本
は
そ
の
誓
い
を
い
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

　
　
わ
り
朝
鮮
に
併
呑
を
迫
っ
た
。

と
述
べ
、
朝
鮮
独
立
の
国
際
法
上
の
根
拠
と
し
て
下
関
条
約
に
注
目
し
、
そ

れ
に
日
本
が
違
反
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
た
朝
鮮
問
題
は
、
中
国
に
と
っ

て
他
人
事
で
は
な
く
、
中
国
自
身
の
問
題
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
現
在
、
早
急

に
手
を
打
つ
べ
き
こ
と
と
し
て
、
ワ
シ
ン
ト
ン
会
議
に
中
国
が
出
席
し
て
朝

鮮
独
立
案
を
提
出
し
、
世
界
の
公
判
を
あ
お
ぐ
よ
う
要
請
し
た
の
で
あ
る
。

　
従
来
の
申
圭
植
に
お
い
て
、
下
関
条
約
が
こ
れ
ほ
ど
重
要
視
さ
れ
た
こ
と

は
な
か
っ
た
。
申
壼
植
の
著
書
『
韓
国
魂
』
（
一
九
ご
○
年
刊
行
。
前
掲
『
資

料
韓
国
独
立
運
動
』
丑
所
収
）
で
は
、
朝
鮮
亡
国
の
原
因
の
追
究
と
そ
の
救

亡
策
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
瑚
鮮
が
日
本
に
よ
っ
て
植
畏
地
化
さ
れ
て
い

く
過
程
で
、
彼
ら
に
と
っ
て
衝
繋
酌
で
あ
り
独
立
へ
の
熱
誠
が
か
き
た
て
ら

れ
た
事
件
は
、
閲
妃
暗
殺
事
件
で
あ
り
、
三
度
に
わ
た
る
貝
韓
協
約
で
あ
り
、

ハ
ー
グ
密
使
事
件
で
あ
り
、
韓
国
軍
隊
の
解
散
で
あ
り
、
そ
し
て
韓
国
併
合

だ
っ
た
の
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
一
九
ご
　
年
一
〇
月
の
時
点

で
、
下
関
条
約
が
こ
れ
ほ
ど
濾
蹟
さ
れ
た
の
は
、
列
強
が
～
堂
に
会
す
る
ワ

シ
ン
ト
ン
会
議
で
、
臼
本
の
朝
鮮
独
立
侵
害
を
訴
え
る
の
に
、
国
際
条
約
で

あ
る
下
関
条
約
が
最
も
利
用
し
や
す
い
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
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こ
の
よ
う
に
申
富
戸
が
、
列
強
の
力
を
借
り
て
艮
本
に
圧
力
を
か
け
、
現

状
を
打
開
し
朝
鮮
独
立
へ
の
一
歩
と
し
ょ
う
と
し
て
い
た
こ
と
は
、
一
九
二

一
年
七
月
に
英
国
首
栢
、
同
外
務
省
、
同
上
下
両
議
院
宛
の
電
報
で
、
日
英

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

同
盟
の
継
続
に
抗
議
し
て
い
た
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
の
で
あ
る
。

　
①
　
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
前
掲
「
中
国
広
東
政
府
の
申
圭
植
に
対
す
る
態
度
報

　
　
告
の
件
」
に
よ
っ
て
も
確
認
で
き
る
。

　
②
　
水
野
直
樹
「
黄
捕
軍
官
学
校
と
朝
鮮
の
民
族
解
放
運
動
」
（
『
朝
鮮
民
族
運
動
史

　
　
研
究
』
六
　
一
九
八
九
年
）
。

　
③
　
「
三
塁
夢
麟
的
談
話
」
一
九
二
一
年
九
月
上
旬
（
『
孫
中
肉
全
集
』
第
五
巻
中

　
　
言
書
局
）
。

　
④
拙
稿
「
孫
文
と
朝
鮮
問
題
」
（
『
孫
文
研
究
隔
＝
二
　
一
九
九
一
年
）
。

　
⑤
　
　
「
中
属
人
之
請
認
韓
国
独
立
」
『
韓
國
独
立
運
動
之
血
史
』
下
編
（
東
洋
学
叢
書

　
　
第
四
輯
『
朴
股
植
全
書
隠
上
　
檀
国
大
学
校
出
版
部
　
一
九
七
五
年
所
収
）
。

　
⑥
「
与
『
益
世
報
』
記
者
的
談
話
」
一
九
二
〇
年
一
月
二
六
日
（
前
掲
『
孫
中
山

　
　
全
集
』
第
五
巻
）
。
「
対
於
山
東
間
題
之
意
見
」
（
中
国
屡
民
党
中
央
委
員
会
党
史
委

　
　
員
会
編
刊
『
国
父
全
集
隔
第
二
巻
　
民
国
六
二
年
）
。

　
⑦
　
「
孫
中
山
先
生
之
外
交
談
」
『
民
團
日
報
』
一
九
二
〇
年
一
　
月
九
日
。
「
与
上

　
　
海
雲
訊
社
記
者
的
談
話
」
（
前
掲
『
孫
申
山
全
集
』
第
五
巻
）
。

　
⑧
目
弾
語
訳
は
、
姜
徳
糟
訳
注
『
朝
鮮
独
立
運
動
の
血
塗
』
（
東
洋
文
庫
二
…
六

　
　
一
九
七
二
年
）
よ
り
引
用
し
た
。

　
⑨
前
掲
『
朴
股
植
全
書
』
上
。

　
⑩
前
掲
『
国
父
全
集
豪
雪
二
巻
。

　
⑪
　
　
「
中
國
広
東
政
府
の
申
圭
植
に
起
す
る
態
度
報
告
の
件
」
大
正
一
〇
年
一
一
月

　
　
一
七
羅
（
前
掲
『
朝
鮮
独
立
運
動
』
猛
）
四
八
一
～
二
頁
。

　
⑫
　
「
太
平
洋
華
中
韓
国
問
題
」
『
民
圏
日
報
』
一
九
ご
一
年
一
〇
月
五
日
。

　
　
　
「
太
平
洋
会
議
之
韓
国
問
題
」
『
申
報
』
　
一
九
二
一
年
一
〇
月
五
日
。

⑬
「
中
国
応
助
韓
狸
立
（
之
）
呼
声
」
（
『
民
国
日
報
』
一
九
二
一
年
一
〇
月
三
〇

　
日
）
。
「
臨
政
到
　
鋳
中
国
臨
界
人
士
書
」
（
秋
憲
樹
『
資
料
韓
國
独
立
運
動
』
H

　
所
収
）
。

⑭
「
等
長
同
盟
継
続
と
太
平
洋
会
議
に
対
す
る
独
立
運
動
者
の
態
度
報
曾
の
件
」

　
大
正
一
〇
年
八
月
九
日
（
前
掲
『
朝
鮮
独
立
運
動
』
豆
）
一
六
一
一
頁
。

三
　
中
国
護
法
政
府
の
大
韓
民
国
臨
時
政
府
正
式
承
認
問
題

　
前
章
で
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
孫
・
申
会
談
の
席
上
、
孫
文
は
韓
国
臨

時
政
府
側
が
提
出
し
た
互
恵
条
約
の
第
二
条
、
す
な
わ
ち
韓
国
臨
時
政
府
を

承
認
す
る
件
に
関
し
て
は
、
原
則
上
問
題
な
し
と
し
、
承
認
す
べ
き
だ
と
述

べ
た
と
『
中
韓
外
交
史
話
』
に
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
章
で
は
、
孫
文
の
発

言
が
同
年
一
一
月
に
開
か
れ
た
非
常
国
会
で
ど
の
よ
う
な
結
果
に
な
っ
た
か

を
考
察
し
よ
う
。

　
『
中
韓
外
交
史
話
』
に
よ
れ
ば
、
孫
文
と
の
会
談
後
、
丁
霊
植
は
職
務
が

多
忙
な
余
り
持
病
が
出
て
、
長
堤
の
鱈
美
病
院
に
入
院
し
た
。
そ
の
申
圭
植

を
一
一
月
に
胡
漢
民
と
謝
持
が
人
を
遣
っ
て
見
舞
い
を
さ
せ
、
次
の
よ
う
な

通
知
を
し
た
。

　
　
孫
大
総
統
は
、
本
月
一
入
日
午
前
九
賭
、
東
較
場
で
北
伐
野
師
の
典
礼

　
　
を
挙
行
し
、
同
時
に
正
式
に
閣
下
に
接
見
し
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す

　
　
の
で
、
是
非
二
二
ご
出
席
願
い
ま
す
。
ま
た
韓
国
臨
時
政
府
の
承
認
に

　
　
つ
い
て
は
、
衆
参
両
議
院
議
員
の
大
多
数
が
熱
烈
に
賛
同
し
て
お
り
ま
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す
。
国
会
が
開
か
れ
れ
ば
通
過
の
件
に
つ
い
て
決
し
て
問
題
は
ご
ざ
い

　
　
ま
せ
ん
（
『
中
韓
外
交
史
話
』
第
五
章
）
。

と
、
非
常
国
会
に
お
け
る
韓
国
臨
時
政
府
正
式
承
認
の
通
過
を
確
実
視
し
た

通
知
を
し
て
い
る
。

　
ま
た
二
月
一
八
日
、
北
伐
誓
師
の
典
礼
と
と
も
に
行
わ
れ
た
正
式
接
見

の
儀
式
に
三
二
し
た
帰
り
の
策
の
な
か
で
、
監
製
植
と
関
弼
鏑
は
、
次
の
よ

う
な
会
話
を
交
わ
し
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　
申
「
今
回
、
孫
大
総
統
の
正
式
接
見
を
う
け
た
こ
と
は
一
種
の
儀
式
で

　
　
　
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
な
か
に
あ
る
意
義
は
た
い
へ
ん
に
重
大
だ
。

　
　
　
臨
時
政
府
が
成
立
し
て
以
来
、
こ
れ
は
最
も
記
念
す
る
に
値
す
る
一

　
　
　
大
事
で
も
あ
り
、
ま
た
私
が
中
国
に
来
て
以
後
、
最
も
光
栄
な
一
大

　
　
　
事
で
も
あ
る
と
い
え
る
。
」

　
　
関
「
今
回
、
中
国
護
法
政
府
が
正
式
に
我
が
臨
時
政
府
を
承
認
す
る
こ

　
　
　
と
は
、
孫
大
総
統
の
見
識
が
遠
大
で
正
義
感
が
強
い
こ
と
を
証
明
し
、

　
　
　
ほ
ん
と
う
に
人
を
感
服
さ
せ
る
に
足
り
ま
す
。
雰
常
国
会
で
私
た
ち

　
　
　
に
対
す
る
熱
烈
な
同
情
に
い
た
っ
て
は
、
と
り
わ
け
た
や
す
く
得
ら

　
　
　
れ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
」
（
『
中
韓
外
交
史
話
』
第
五
章
）
。

　
申
圭
植
が
孫
文
に
よ
る
正
式
接
見
を
「
一
種
の
儀
式
」
と
し
て
と
ら
え
、

韓
国
臨
時
政
府
の
歴
史
の
な
か
で
位
置
づ
け
る
冷
静
さ
を
も
っ
て
う
け
と
め

て
い
る
の
に
対
し
、
聞
弼
鏑
は
孫
・
申
会
談
に
お
け
る
孫
文
の
発
言
及
び
正

式
接
見
を
も
っ
て
、
中
国
護
法
政
府
が
韓
国
臨
蒔
政
府
を
正
式
承
認
す
る
と

早
計
と
も
い
え
る
ほ
ど
楽
観
的
な
発
言
を
し
て
い
る
の
は
対
照
的
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
後
述
す
る
『
中
韓
外
交
史
話
』
の
信
天
性
と
と
も
に
、
歴
史
的

事
実
と
し
て
の
中
国
護
法
政
府
の
韓
国
臨
時
政
府
正
式
承
認
問
題
を
混
乱
さ

せ
る
一
因
と
も
な
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
な
閏
弼
鏑
の
判
断
は
、
　
一
九
二
一
年
越
一
月
二
二
艮
午
前
、
新

新
ホ
テ
ル
で
沙
面
の
各
国
領
事
を
招
い
た
宴
席
で
行
っ
た
算
学
植
の
演
説
の

内
容
を
三
点
に
要
約
し
、
そ
の
第
三
点
と
し
て
、

　
　
今
回
、
中
国
護
法
政
府
が
韓
国
臨
時
政
府
を
正
式
に
承
認
し
た
結
果
と

　
　
あ
わ
せ
て
、
す
べ
て
の
赫
々
が
韓
国
独
立
運
動
に
対
し
て
、
な
お
一
層
、

　
　
援
助
と
指
導
が
あ
る
よ
う
希
望
す
る
（
『
中
韓
外
交
史
謡
』
第
七
章
）
。

と
記
し
て
い
る
こ
と
に
も
疑
問
を
持
た
せ
る
の
で
あ
る
。

　
『
民
国
臼
報
』
一
九
二
一
年
一
一
月
二
九
日
付
は
、
前
日
の
非
常
国
会
で

朝
鮮
独
立
承
認
案
が
鍵
案
さ
れ
た
こ
と
を
「
国
会
議
員
張
景
純
等
提
議
。
請

国
会
承
認
韓
国
独
立
井
電
告
華
盛
頓
大
会
し
と
、
三
〇
字
足
ら
ず
で
あ
る
が

速
報
酌
に
伝
え
て
い
る
。
そ
し
て
『
民
国
日
報
』
＝
一
月
五
日
置
に
「
国
会

　
　
　
　
　
　
①

中
朝
鮮
独
立
提
案
」
と
題
し
た
記
事
が
掲
載
さ
れ
、
非
常
国
会
に
お
け
る
朝

鮮
独
立
案
が
公
に
さ
れ
た
。

　
　
近
ご
ろ
、
国
会
議
員
張
景
純
等
＝
人
は
次
の
よ
う
に
提
議
し
た
。
朝

　
　
鮮
は
も
と
よ
り
独
立
国
で
あ
る
こ
と
は
、
国
会
が
こ
の
意
を
全
国
に
通
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ワ
シ
ン
ト
ン

侵
し
、
並
び
に
ワ
シ
ン
ト
ン
の
太
平
洋
会
議
に
電
達
す
べ
き
で
あ
る
。

そ
の
提
議
す
る
と
こ
ろ
の
案
に
よ
る
と
、
朝
鮮
が
独
立
国
で
あ
る
こ
と

は
、
各
蜀
の
閣
議
に
均
し
く
明
文
が
あ
る
。
し
か
も
、
我
が
国
と
と
り

わ
け
特
殊
な
関
係
が
あ
る
。
だ
か
ら
、
天
津
条
約
で
は
、
中
臼
両
国
は

お
互
い
に
通
告
し
な
け
れ
ば
朝
鮮
に
出
兵
で
き
な
い
と
あ
り
、
下
関
条

約
第
一
条
で
、
中
日
両
国
は
朝
鮮
が
完
全
無
欠
の
独
立
国
で
あ
る
こ
と

を
確
認
し
、
信
義
は
明
ら
か
で
あ
り
、
疑
問
を
さ
し
は
さ
む
余
地
は
な

い
。
と
こ
ろ
が
日
本
は
蚕
食
鯨
呑
、
し
た
い
放
題
、
横
暴
を
働
い
て
い

る
。
初
め
の
う
ち
は
黒
総
手
段
を
用
い
、
つ
い
で
併
合
を
実
行
し
て
今

に
至
る
ま
で
十
｝
年
。
我
が
国
の
当
局
は
、
終
始
、
寒
蝉
の
よ
ヶ
に
口

を
つ
ぐ
み
、
い
ま
だ
義
を
も
っ
て
助
け
て
見
解
を
発
表
し
た
り
、
約
章

を
根
拠
と
し
て
進
み
出
て
、
β
本
と
ぶ
つ
か
り
あ
っ
た
こ
と
が
な
か
っ

た
の
は
、
す
で
に
国
罠
の
大
い
な
る
恥
辱
で
あ
る
。
そ
の
う
え
日
本
は
、

す
ぐ
に
そ
の
弱
点
を
利
用
し
て
、
ま
す
ま
す
我
が
も
の
顔
に
振
る
ま
い
、

潭
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
満
蒙
問
題
、
山
東
間
題
、
二
十
一
ケ
条
は
、
す

べ
て
韓
国
併
合
が
も
た
ら
し
た
災
い
に
他
な
ら
な
い
。
近
年
、
我
が
国

の
在
野
の
名
土
と
韓
国
の
志
士
が
中
豊
諸
協
会
を
発
起
し
た
が
、
つ
い

に
最
も
緊
要
な
行
動
に
乏
し
い
こ
と
に
気
づ
い
た
。
今
、
太
平
洋
会
議

は
す
で
に
開
幕
し
た
が
、
こ
の
会
議
は
専
ら
極
東
問
題
を
解
決
す
る
た

め
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
チ
ャ
ン
ス
に
乗
じ
て
、
r
こ
の
案
を
大
会
が
決

　
　
議
し
、
韓
国
は
も
と
よ
り
独
立
国
で
あ
り
、
日
本
に
不
法
に
侵
害
さ
れ

　
　
た
こ
と
を
全
国
に
電
報
を
打
っ
て
知
ら
せ
、
並
び
に
た
だ
ち
に
太
平
洋

　
　
会
議
に
電
報
で
通
達
し
て
我
が
国
の
外
交
隠
忍
の
恥
を
雪
い
で
は
ど
う

　
　
で
あ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
韓
国
問
題
は
欧
米
諸
厨
が
多
く
援
助
を
し
て

　
　
い
る
が
、
ま
し
て
や
底
統
が
つ
な
が
っ
て
い
る
我
が
野
鼠
が
一
言
も
言

　
　
わ
ず
に
黙
っ
て
お
れ
よ
う
か
。

　
つ
ま
り
、
非
常
国
会
に
堤
議
さ
れ
た
朝
鮮
独
立
案
は
、
第
一
に
下
関
条
約

を
根
拠
と
し
て
い
る
点
、
第
二
に
当
時
、
中
国
が
か
か
え
て
い
た
満
蒙
問
題
、

霞
東
問
題
、
二
十
一
ケ
条
問
題
は
、
韓
属
併
合
へ
の
過
程
と
ま
さ
に
同
じ
で

あ
る
こ
と
、
第
三
に
、
第
二
の
点
に
よ
る
危
機
感
か
ら
中
朝
間
で
発
起
し
た

諸
協
会
の
そ
れ
ま
で
の
行
動
を
反
省
し
た
上
で
ワ
シ
ン
ト
ン
会
議
と
い
う
場

を
利
異
し
よ
う
と
し
た
こ
と
、
第
四
に
、
し
か
し
、
そ
の
行
動
は
本
来
、
中

国
が
朝
鮮
に
対
し
て
負
う
べ
き
貴
任
を
最
も
消
極
的
な
形
で
、
す
な
わ
ち
、

中
国
国
内
及
び
ワ
シ
ン
ト
ン
会
議
へ
の
決
議
の
通
達
と
い
う
形
式
に
よ
っ
て
、

果
た
そ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
と
整
理
で
き
る
。

　
朝
鮮
独
立
案
を
提
議
し
た
衆
・
参
両
議
院
議
員
は
、
滋
養
純
、
王
、
高
繊

饗
、
葉
復
元
、
蜜
応
昌
、
史
之
照
、
王
家
騎
、
石
、
王
雲
離
、
都
天
一
、
孫

野
猿
で
あ
っ
た
。
以
上
の
人
物
の
う
ち
、
高
賑
霧
が
中
華
協
会
組
織
委
員
で

あ
っ
た
ほ
か
、
張
裏
純
、
葉
復
元
が
中
韓
協
会
成
立
大
会
に
参
加
し
た
張
啓

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

栄
、
r
葉
空
事
と
‘
も
推
測
さ
れ
る
こ
と
か
ら
議
員
と
三
韓
協
会
の
関
係
の
一
弼
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が
う
か
が
え
る
。
中
韓
協
会
は
、
一
九
二
圖
年
九
月
二
七
こ
口
広
東
で
発
足

し
、
護
法
政
府
が
日
本
へ
の
外
交
的
顧
慮
の
も
と
、
非
公
式
に
韓
国
臨
時
政

府
を
援
助
す
る
た
め
の
罠
間
組
織
で
、
そ
の
活
動
内
容
は
ワ
シ
ン
ト
ン
会
議

と
同
会
議
出
席
の
中
国
代
表
に
向
け
て
電
報
を
打
っ
た
ら
し
い
こ
と
が
確
認

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

で
き
る
程
度
で
、
詳
し
い
こ
と
に
つ
い
て
は
わ
か
ら
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
『
中
韓
外
交
史
話
』
に
よ
れ
ば
、
孫
・
申
会
談
に
お
け
る
孫
文

の
発
言
は
、
朝
鮮
独
立
と
い
う
次
元
に
と
ど
ま
る
も
の
で
な
く
、
韓
国
臨
時

政
府
を
承
認
す
る
こ
と
に
原
則
抄
わ
ず
か
も
問
題
な
し
と
い
う
内
容
で
あ
っ

た
。
し
た
が
っ
て
、
一
一
月
下
旬
か
ら
開
か
れ
た
非
常
国
会
で
は
、
韓
国
臨

晴
政
府
承
認
案
が
提
議
さ
れ
る
は
ず
だ
っ
た
の
に
、
実
際
に
提
議
さ
れ
た
の

は
朝
鮮
独
立
案
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
、
こ
の
よ
う
な
事
態
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ

う
か
。
孫
文
と
の
会
談
を
終
え
た
後
の
申
圭
植
に
関
す
る
記
事
を
追
っ
て
考

察
し
て
み
よ
う
。

　
申
圭
植
は
＝
一
月
一
四
日
、
上
海
の
大
東
惣
社
で
各
省
区
代
表
な
ど
六
〇

名
余
り
を
招
い
て
宴
席
を
設
け
て
い
る
。
そ
の
時
の
記
事
が
、
『
罠
国
日
報
隔

一
二
月
一
五
日
付
「
中
世
人
士
之
大
宴
会
」
で
あ
る
。
そ
の
宴
席
上
、
申
手

植
は
「
以
前
に
貴
国
国
民
外
交
大
会
が
公
理
を
主
張
し
、
我
が
国
を
救
助
す

る
と
聞
い
て
同
志
は
大
い
に
感
謝
し
た
。
し
か
し
、
ワ
シ
ン
ト
ン
会
議
は
我

々
の
努
力
に
も
か
か
わ
ら
ず
結
局
の
と
こ
ろ
、
か
え
っ
て
四
国
協
約
を
生
み

出
し
、
権
利
を
瓜
柔
し
、
貴
国
に
迫
っ
て
結
ん
だ
二
十
一
ケ
条
に
さ
ら
に
一

保
証
を
加
え
た
。
こ
れ
で
は
ワ
シ
ン
ト
ン
会
議
に
全
く
希
望
は
な
い
」
と
述

べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
申
圭
植
は
中
国
国
民
外
交
大
会
に
つ
い
て
は
雪
及
す

る
が
、
広
東
の
護
法
政
府
に
よ
る
韓
国
臨
時
政
府
の
正
式
承
認
問
題
に
つ
い

て
は
全
く
触
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
正
式
承
認
さ
れ
た
の
で
あ
れ

ば
、
こ
の
講
演
で
、
何
よ
り
も
重
要
な
話
題
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
は

講
演
の
場
が
上
海
で
あ
っ
た
た
め
に
広
東
の
護
法
政
府
と
の
相
互
承
認
問
題

の
重
要
性
が
減
じ
た
と
か
、
記
老
に
よ
る
記
薯
の
取
捨
選
択
の
結
果
と
考
え

る
よ
り
は
、
申
圭
植
自
身
が
そ
の
件
に
つ
い
て
言
及
を
し
な
か
っ
た
、
あ
る

い
は
琶
を
見
張
る
よ
う
な
自
信
を
も
っ
た
報
告
を
し
な
か
っ
た
と
み
る
べ
き

で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
、
同
じ
韓
国
臨
時
政
府
の
一
員
で
あ
り
、
申
圭
植
の
中
国
護
法
政
府

訪
問
に
も
重
要
な
役
割
を
担
っ
た
濃
精
一
こ
と
朴
賛
翔
の
講
演
内
容
も
「
我

々
は
亡
国
の
痛
苦
を
受
け
、
貴
国
に
は
輔
助
の
義
務
が
あ
る
。
ワ
シ
ン
ト
ン

会
議
に
は
絶
対
に
希
望
は
な
い
。
す
な
わ
ち
諸
君
が
い
っ
た
よ
う
に
、
望
む

こ
と
は
、
中
韓
国
罠
は
ど
の
よ
う
に
中
形
の
領
土
を
保
全
す
る
の
か
、
ど
の

よ
う
に
東
亜
の
永
久
平
和
を
保
つ
の
か
を
適
切
に
研
究
す
る
こ
と
で
あ
る
。

た
だ
空
し
く
　
枚
の
石
筆
を
発
す
る
だ
け
で
こ
と
が
済
む
の
で
は
な
い
。
必

ず
善
後
の
方
法
を
し
っ
か
り
話
し
合
う
べ
き
で
あ
り
、
そ
う
し
て
は
じ
め
て

最
後
の
目
的
を
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
、
ワ
シ
ン
ト
ン
会
議
に
お
い
て

朝
鮮
独
立
が
一
方
駒
な
宣
言
に
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
へ
の
反
省
と
、
中

82　（566）



中国護法政府の大韓艮国臨時政府正式承認問題について（森）

朝
両
国
が
空
談
に
感
け
暮
れ
る
の
で
は
な
く
、
い
か
に
両
国
の
領
土
を
保
全
、

奪
還
す
る
の
か
と
い
う
実
質
的
な
研
究
の
必
要
を
訴
え
た
こ
と
だ
け
が
報
じ

ら
れ
て
お
り
、
中
国
護
法
政
府
と
の
承
認
問
題
に
つ
い
て
は
報
じ
ら
れ
て
い

な
い
。

　
一
方
『
独
立
新
聞
』
に
よ
る
と
、
一
九
二
二
年
一
月
～
日
付
に
「
聖
衆
一

年
間
　
。
T
司
潮
　
独
立
運
動
」
と
題
し
た
記
事
が
あ
り
、
こ
の
な
か
で
、
一

九
二
一
年
の
韓
圏
臨
時
政
府
の
足
跡
を
た
ど
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
に
も
中
墨

護
法
政
府
と
の
正
式
承
認
は
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
な
い
。
さ
ら
に
一
九
二
二

年
九
月
二
五
臼
に
上
海
で
没
し
た
申
圭
植
の
業
績
を
記
録
し
た
記
事
が
、
一

九
二
二
年
九
月
三
〇
碍
付
に
「
高
等
植
先
生
長
逝
」
と
し
て
掲
載
さ
れ
る
が
、

こ
こ
で
も
全
く
言
及
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　
す
な
わ
ち
、
韓
国
臨
時
政
府
承
認
案
は
議
案
作
成
段
階
で
挫
折
し
た
。
確

か
に
、
韓
国
臨
時
政
府
承
認
に
は
孫
文
や
虚
夢
民
が
意
欲
的
で
は
あ
っ
た
が
、

そ
の
実
現
の
見
通
し
が
陪
…
い
こ
と
は
藍
鼠
植
に
も
わ
か
っ
て
い
た
。
非
常
国

会
で
承
認
さ
れ
な
か
っ
た
理
由
は
、
呂
運
亨
が
広
東
を
訪
問
し
、
孫
文
と
会

談
し
た
際
の
孫
文
の
韓
国
臨
時
政
府
承
認
に
関
す
る
回
答
に
明
ら
か
で
あ
る
。

　
　
フ
ラ
ン
ス
租
界
の
中
で
樹
立
さ
れ
、
そ
こ
に
あ
る
政
府
を
承
認
す
る
こ

　
　
と
は
難
し
い
こ
と
で
あ
る
。
朝
鮮
領
土
内
で
あ
れ
ば
ど
こ
で
も
よ
い
。

　
　
あ
な
た
が
た
が
新
義
州
で
も
清
津
で
も
、
た
っ
た
何
日
か
で
も
行
政
権

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
　
を
行
使
し
さ
え
ず
れ
ば
、
す
ぐ
に
承
認
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
つ
ま
り
、
韓
国
臨
時
政
府
が
道
義
上
正
し
く
と
も
、
そ
れ
が
国
際
法
的
に

認
め
ら
れ
る
「
実
行
性
の
あ
る
政
府
」
か
ど
う
か
が
、
非
常
国
会
の
議
案
作

成
過
程
で
最
大
の
問
題
に
な
っ
た
こ
と
は
容
易
に
推
測
で
き
る
。
ま
た
、
文

字
に
は
あ
ら
わ
れ
て
こ
な
い
が
、
日
本
に
対
す
る
外
交
的
影
響
も
充
分
に
考

慮
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
よ
っ
て
、
非
常
国
会
は
、

上
海
に
存
在
す
る
韓
国
臨
晴
政
府
を
独
立
国
朝
鮮
の
正
式
の
政
府
と
し
て
承

認
す
る
か
ど
う
か
を
棚
上
げ
し
、
国
際
条
約
で
あ
る
下
関
条
約
に
明
記
さ
れ

て
い
て
訴
え
や
す
い
朝
鮮
独
立
案
を
提
出
す
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
非
常
国
会
の
朝
鮮
独
立
案
は
、
申
圭
植
の
広
東
訪
問
の
麟
的

を
充
分
に
満
足
さ
せ
る
内
容
で
な
か
っ
た
の
み
な
ら
ず
、
ワ
シ
ン
ト
ン
会
議

会
期
中
（
　
九
二
一
年
二
月
一
二
臼
～
一
九
ニ
ニ
年
二
月
六
日
）
に
決
議

　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

す
る
に
至
ら
な
か
っ
た
う
え
に
、
翌
年
六
月
の
陳
燗
明
の
ク
ー
デ
タ
ー
に
よ

り
、
水
泡
と
帰
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　
①
　
　
一
九
二
一
年
一
二
月
六
欝
付
『
独
立
郁
耕
閣
…
』
に
も
「
広
山
束
国
ム
本
萌
「
　
冬
扇
回
独
立

　
　
承
認
案
」
と
題
し
て
そ
の
提
案
内
容
が
掲
載
さ
れ
た
。

　
②
　
「
広
東
に
お
け
る
中
韓
協
会
発
会
の
件
」
大
正
一
〇
年
一
〇
月
二
一
日
（
前
掲

　
　
『
朝
鮮
独
立
運
動
』
豆
）
照
七
四
頁
。

　
③
小
野
信
爾
コ
三
運
動
と
五
四
運
動
」
（
『
朝
鮮
史
叢
』
第
五
・
六
合
併
号
一

　
　
九
八
二
年
）
。

　
④
　
申
韮
碩
「
大
韓
民
圏
臨
時
政
府
潮
　
蟹
際
的
地
位
」
（
三
・
一
運
動
五
〇
周
年

　
記
念
論
集
編
集
委
員
会
編
『
三
・
…
運
動
史
五
〇
周
年
記
念
論
集
』
東
亜
霞
報
社

　
　
一
九
六
九
年
）
に
…
引
用
さ
れ
た
呂
運
弘
『
夢
陽
呂
運
亨
』
の
一
文
を
用
い
た
。
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⑤
朝
鮮
独
立
案
の
提
議
を
報
道
し
た
『
民
国
日
報
』
は
該
案
の
決
議
を
報
道
し
て

　
い
な
い
。

四

む
す
び
に
か
え
て
一
1
開
弼
鏑
『
申
韓
外
交
史
話
』

の
信
慧
性
に
つ
い
て

　
前
章
ま
で
に
述
べ
て
き
た
孫
・
申
会
談
の
日
程
や
中
国
護
法
政
府
の
大
韓

民
国
臨
時
政
府
正
式
承
認
へ
の
疑
問
が
起
こ
る
原
因
は
、
そ
れ
を
根
拠
づ
け

る
史
料
と
し
て
用
い
ら
れ
る
の
が
、
秘
書
と
し
て
随
行
し
た
聞
弼
鏑
の
『
中

韓
外
交
史
話
』
の
み
で
あ
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
こ
で
次
に
『
中
韓
外
交
史
話
』

の
信
愚
性
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
よ
う
。
問
題
と
な
る
点
は
以
下
の
二
点
で

あ
る
。
第
一
に
『
民
国
日
報
』
一
九
二
一
年
＝
一
月
｝
五
日
付
「
本
心
斬
聞
」

欄
に
掲
載
さ
れ
た
「
中
線
人
士
之
大
宴
会
し
に
よ
れ
ば
、
上
海
の
大
東
旅
社

で
申
圭
植
ら
が
中
国
の
各
省
代
表
を
招
い
て
行
っ
た
演
説
会
は
…
二
月
一
四

属
で
あ
る
。
中
国
側
の
発
言
者
と
し
て
、
上
海
の
申
韓
互
助
社
業
員
で
あ
る

　
　
　
　
　
　
①

黄
宗
漢
、
周
霧
光
を
は
じ
め
と
し
て
、
李
治
東
、
朱
心
許
、
邸
醒
旦
、
注
剣

農
、
孫
鏡
亜
、
林
二
君
、
欝
欝
秋
、
李
大
年
、
喩
育
之
の
名
が
あ
が
っ
て
お

り
、
朝
鮮
側
の
発
言
者
と
し
て
は
、
灘
い
精
一
こ
と
朴
賛
鰯
の
名
が
あ
が
っ
て

い
る
。

　
こ
れ
に
対
し
、
『
申
韓
外
交
史
話
』
で
は
、
一
九
二
一
年
＝
一
月
二
二
β
、

広
東
鼻
面
に
あ
る
新
新
ホ
テ
ル
で
各
国
領
事
を
招
待
し
て
講
演
及
び
宴
会
を

催
し
、
米
仏
両
国
領
事
が
毘
甘
し
た
こ
と
、
一
二
月
二
五
日
朝
、
申
圭
植
と

と
も
に
閥
弼
鏑
が
上
海
行
き
の
船
便
で
広
東
を
発
っ
た
こ
と
は
記
さ
れ
て
い

る
が
、
『
艮
国
日
報
』
で
報
じ
ら
れ
た
一
四
日
の
上
海
で
の
演
説
会
に
つ
い
て

は
全
く
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。

　
仮
に
、
両
者
の
記
述
を
と
も
に
事
実
と
す
れ
ば
、
申
圭
植
ら
の
一
行
は
一

一
月
下
旬
、
香
港
で
唐
継
婁
に
再
会
し
た
後
、
一
臆
上
海
に
帰
っ
た
こ
と
に

な
る
。
と
こ
ろ
が
、
孫
文
と
の
会
談
後
、
一
一
月
一
八
日
の
正
式
接
見
以
前

ま
で
は
、
申
圭
植
は
持
病
で
入
院
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
考
え
れ
ば
、
わ
ず

か
一
週
間
で
申
声
質
が
上
海
・
広
東
聞
を
往
復
す
る
こ
と
は
困
難
と
推
測
す

る
の
が
常
識
的
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
そ
う
す
る
と
、
一
二
月
一
四
日
に
、
申
圭
植
が
上
海
で
演
説
を
行
っ
た
と

報
道
し
た
『
民
国
日
報
』
の
記
事
と
、
一
九
三
九
年
三
月
に
刊
行
さ
れ
た
閲

明
智
の
『
中
鷺
外
交
史
話
』
の
記
述
の
ど
ち
ら
に
信
認
性
が
あ
る
と
認
め
ら

れ
る
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
第
二
に
、
副
使
、
朴
賛
翔
に
関
す
る
記
事
が
な
い
こ
と
。
朴
賛
颯
が
、
申

圭
植
・
怨
書
鏑
と
と
も
に
南
下
、
そ
の
後
の
行
動
を
と
も
に
し
た
か
ど
う
か

は
明
白
で
は
な
い
が
、
副
使
と
い
う
資
格
で
あ
る
以
上
、
秘
書
の
立
場
に
あ

っ
た
関
弼
鏑
は
、
朴
賛
翔
に
つ
い
て
も
記
述
し
て
当
然
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が

『
二
丁
外
交
史
話
』
を
読
む
限
り
、
こ
の
南
下
行
は
申
盤
植
と
関
弼
鏑
の
二

人
だ
け
で
あ
っ
た
と
し
か
読
み
と
れ
な
い
。
例
え
ば
、
一
〇
月
二
九
日
の
鷹
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継
発
宅
訪
問
の
際
は
、
隠
士
発
、
董
雨
蒼
（
澤
）
、
講
堂
植
、
閲
弼
鋳
の
四

人
の
対
談
と
な
っ
て
い
る
し
、
一
一
月
一
一
三
日
の
唐
紹
自
宅
訪
問
の
際
も
、

朝
鮮
側
は
申
圭
植
・
関
弼
鏡
の
二
名
だ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
、
一
一
月
三
日

と
さ
れ
て
い
る
孫
文
と
の
会
談
の
出
席
者
も
、
中
国
側
が
孫
文
、
胡
馬
民
、

朝
鮮
側
が
湿
熱
植
、
閾
弼
鏡
で
あ
る
。
非
公
式
と
は
い
え
、
両
政
府
の
相
互

承
認
問
題
、
韓
国
臨
時
政
府
の
援
助
要
講
と
い
っ
た
今
回
の
南
下
行
の
最
重

要
課
題
が
話
し
合
わ
れ
る
場
の
記
述
に
、
副
使
と
い
う
資
格
を
持
つ
朴
賛
意

に
つ
い
て
一
言
も
触
れ
ら
れ
な
い
事
実
を
ど
う
解
釈
す
べ
き
か
。
し
か
も
、

孫
・
申
会
談
で
、
申
圭
植
が
中
朝
両
政
府
聞
に
系
統
的
な
外
交
連
絡
の
必
要

を
説
い
た
の
に
対
し
て
、
孫
文
は
韓
国
臨
断
政
府
の
代
表
を
広
東
に
常
駐
さ

せ
る
こ
と
、
及
び
そ
の
代
表
の
食
事
・
宿
泊
に
至
る
ま
で
中
患
側
が
出
す
こ

と
を
約
束
す
る
が
、
そ
の
韓
国
臨
時
政
府
駐
讐
代
表
と
し
て
、
翌
二
二
年
二

月
に
着
任
し
た
の
が
朴
賛
翔
で
あ
る
こ
と
を
、
閾
弼
鑛
自
身
が
『
中
韓
外
交

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

史
話
』
の
註
に
記
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
副
使
と
し
て
の
朴
賛
鰯
に

つ
い
て
は
全
く
説
明
を
加
え
て
い
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
現
在
、
薪

聞
史
料
等
に
よ
る
実
証
が
不
可
能
な
の
で
、
事
実
確
認
は
で
き
な
い
。

　
以
上
、
述
べ
て
き
た
よ
う
に
『
申
韓
外
交
史
話
』
に
は
、
そ
の
信
書
性
が

問
わ
れ
る
箇
所
が
多
い
。
そ
の
原
因
と
し
て
、
　
九
二
一
年
段
階
に
お
け
る

閾
弼
鑛
の
判
断
力
の
問
題
、
『
中
韓
外
交
史
話
』
が
申
煮
麺
と
の
広
葉
訪
問
か

ら
十
数
年
た
っ
た
後
に
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
ま
た

『
申
韓
外
交
史
話
』
が
刊
行
さ
れ
た
一
九
三
九
年
に
は
、
抗
臼
戦
争
へ
の
対

応
の
た
め
、
頻
繁
に
な
る
中
出
外
交
に
つ
い
て
の
事
前
の
了
解
を
両
国
は
交

わ
し
た
が
、
そ
の
内
容
は
孫
文
の
広
東
軍
政
府
以
来
、
両
国
政
府
に
密
接
な

　
　
　
　
　
　
　
④

関
係
が
あ
っ
た
こ
と
が
も
り
こ
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
中
花
関
係
が
新

た
な
展
開
を
繰
り
広
げ
つ
つ
あ
っ
た
、
こ
の
時
期
に
韓
国
臨
暗
政
府
財
務
総

長
秘
語
、
中
国
軍
事
委
員
会
委
員
長
侍
従
窒
の
暗
電
研
究
所
総
務
な
ど
を
歴

　
　
⑤

任
し
た
閾
弼
鋳
の
著
し
た
『
中
断
外
交
史
話
』
が
無
関
係
で
あ
っ
た
と
は
考

え
ら
れ
な
い
こ
と
、
そ
し
て
～
九
一
一
年
に
中
国
に
亡
命
し
て
き
て
以
来
、

申
圭
植
か
ら
多
大
な
影
響
を
受
け
た
の
み
な
ら
ず
、
竃
馬
楠
の
女
婿
で
あ
る

こ
と
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
を
、
私
た
ち
は
知
っ
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ

ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
『
中
韓
外
交
史
話
』
の
記
述
す
べ
て
が
偽
証
と
い
う
わ
け

で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
上
述
の
よ
う
に
朝
鮮
、
中
国
、
日
本
そ
れ
ぞ
れ
の
立

場
か
ら
の
断
片
的
な
史
料
に
よ
っ
て
、
そ
の
大
枠
の
正
し
い
こ
と
が
確
認
で

き
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
、
孫
・
申
会
談
、
中
国
護
法
政
府
の
韓
国
臨
時

政
府
正
式
問
題
に
関
し
て
一
貫
し
て
記
述
さ
れ
た
史
料
は
『
中
坐
外
交
史
話
』

以
外
、
現
在
発
見
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
『
中
蓋
外
交
史

話
』
の
記
述
そ
の
ま
ま
を
引
用
す
る
の
で
な
く
、
可
能
な
限
り
、
他
の
史
料

に
よ
り
確
認
・
補
正
作
業
を
繰
り
返
し
て
事
実
を
把
握
し
て
い
く
こ
と
が
、

私
た
ち
の
今
後
の
課
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
①
　
　
「
中
韓
互
助
社
三
筆
年
会
紀
」
（
『
申
報
』
民
国
＝
一
年
九
月
二
目
）
。
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「
中
韓
互
助
社
理
忍
会
紀
」
（
『
申
報
』
民
国
一
二
年
一
〇
月
ご
九
日
）
。

②
　
朴
養
閉
が
副
使
で
あ
っ
た
と
記
述
し
て
い
る
南
披
朴
能
面
伝
記
賄
費
委
員
会

　
『
南
披
朴
人
日
伝
記
』
（
乙
酉
文
化
社
　
一
九
八
九
年
）
は
、
そ
の
根
拠
と
し
て
用

　
い
た
の
が
「
小
説
形
式
の
伝
記
」
の
朴
英
晩
翼
丁
昊
畳
』
で
あ
る
た
め
、
そ
の
記

　
述
内
容
の
信
愚
性
も
ま
た
問
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
朴
聲
端
が
申
圭
植

　
の
護
法
政
府
訪
問
な
ど
の
一
連
の
活
動
に
お
い
て
、
中
朝
の
間
に
立
っ
て
堪
能
な

　
中
国
語
の
力
を
生
か
し
て
パ
イ
プ
役
を
果
た
し
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

③
一
九
四
五
年
の
同
量
敗
戦
後
の
朴
毫
端
と
関
弼
鏑
は
、
中
国
に
い
た
韓
国
陥
時

　
政
府
の
人
員
全
員
が
帰
国
し
た
後
も
、
金
九
の
指
示
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
韓
圏
臨

　
時
政
府
駐
華
代
表
団
長
及
び
副
団
長
と
し
て
申
国
に
残
り
、
と
も
に
中
土
で
活
動

　
を
す
る
関
係
が
続
い
た
。

④
　
洪
淳
鉦
「
大
韓
民
芸
臨
時
政
府
到
－
対
中
團
外
交
（
一
九
四
〇
1
四
五
）
試
論
」

　
（
韓
国
政
治
外
交
史
学
会
『
韓
照
独
立
運
動
斗
列
強
関
係
』
喝
電
畜
　
一
九
八

　
五
年
）
。

⑤
　
李
康
勲
『
独
立
運
動
大
霧
典
』
（
大
韓
民
園
光
復
会
刊
　
一
九
八
五
年
）
三
九
六

　
～
七
頁
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
麟
壁
掛
職
員

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
豊
中
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